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岡山県総合福祉会館 １階「大ホール」

Ⅰ 人員、設備及び運営に関する基準についてⅠ 人員、設備及び運営に関する基準についてⅠ 人員、設備及び運営に関する基準についてⅠ 人員、設備及び運営に関する基準について

・ 指定居宅サ－ビス等の事業の人員、及び運営に関する基準（平成11年 ・・ １

厚生省令第37号）（抄）【改正案】

・ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護 ・・ ２

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年厚生労働省令第35号）（抄）【改正案】

・ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準につい ・・ ３

て（平成11年9月17日老企第25号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

【改正案（原案）】

Ⅱ 費用の額の算定に関する基準についてⅡ 費用の額の算定に関する基準についてⅡ 費用の額の算定に関する基準についてⅡ 費用の額の算定に関する基準について

・ 報酬見直しの概要について ・・ ８

・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚 ・・１４

生省告示第19号）（抄）【改正案】

・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サ ・・２０

ービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居

宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）【改正案（原案）】

・ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18 ・・３３

年厚生労働省告示第127号）（抄）【改正案】

・ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に ・・３７

伴う実施上の留意事項について（平成18年3月17日老計発0317001老振

発0317001老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知

【改正案（原案）】
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介 護 の 提 供 に 支 障 が な い 場 合 は 、 同 一 敷 地 内 に あ る 指 定 定 期 巡 回

・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事

業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令

第 三 十 四 号 。 以 下 「 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 」 と い う 。 ） 第

三 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看

護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業

所 （ 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 夜

間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 を い う 。 ） の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き

る 。

５ 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 が 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 の 指 定 を 併 ３ 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 が 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 （ 指 定 介 護

せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 訪 問 介 護 の 事 業 と 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防

事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る

い て は 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 五 号 。 以 下 「 指 定 介 護 予 防

で に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ て 、 前 各 項 に サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予

規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。 防 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定

訪 問 介 護 の 事 業 と 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

等 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場

合 に つ い て は 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 五 条 第 一 項 及 び 第

二 項 に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ て 、 前 二 項

に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。

（ 地 域 と の 連 携 ）

第 三 十 六 条 の 二 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 そ の 事 業 の 運 営 に 当 た っ （ 新 設 ）

て は 、 提 供 し た 指 定 訪 問 介 護 に 関 す る 利 用 者 か ら の 苦 情 に 関 し て

、 市 町 村 等 が 派 遣 す る 者 が 相 談 及 び 援 助 を 行 う 事 業 そ の 他 の 市 町

村 が 実 施 す る 事 業 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 三 章 訪 問 入 浴 介 護 第 三 章 訪 問 入 浴 介 護
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○ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 三 十 七 号 ） （ 抄 ）

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

第 二 章 訪 問 介 護 第 二 章 訪 問 介 護

（ 訪 問 介 護 員 等 の 員 数 ） （ 訪 問 介 護 員 等 の 員 数 ）

第 五 条 （ 略 ） 第 五 条 （ 略 ）

２ 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 ご と に 、 常 勤 の 訪 ２ 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 ご と に 、 常 勤 の 訪

問 介 護 員 等 の う ち 、 利 用 者 （ 当 該 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 が 指 定 介 護 問 介 護 員 等 で あ っ て 専 ら 指 定 訪 問 介 護 の 職 務 に 従 事 す る も の の う

予 防 訪 問 介 護 事 業 者 （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 ち 事 業 の 規 模 に 応 じ て 一 人 以 上 の 者 を サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 と し な

備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 者 の 員 数 に つ い て は 、 事 業 の 規 模

の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 に 応 じ て 常 勤 換 算 方 法 に よ る こ と が で き る 。

三 十 五 号 。 以 下 「 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 ） 第 五

条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 訪 問 介 護 の 事 業 と 指 定 介

護 予 防 訪 問 介 護 （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 四 条 に 規 定 す る

指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事

業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業

所 に お け る 指 定 訪 問 介 護 及 び 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 利 用 者 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 数 が 四 十 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に

一 人 以 上 の 者 を サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 と し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 当 該 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の 員 数 に つ い て は 、 利 用

者 の 数 に 応 じ て 常 勤 換 算 方 法 に よ る こ と が で き る 。

３ 前 項 の 利 用 者 の 数 は 、 前 三 月 の 平 均 値 と す る 。 た だ し 、 新 規 に （ 新 設 ）

指 定 を 受 け る 場 合 は 、 推 定 数 に よ る 。

４ 第 二 項 の サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 は 介 護 福 祉 士 そ の 他 厚 生 労 働 大 臣 （ 新 設 ）

が 定 め る 者 で あ っ て 、 専 ら 指 定 訪 問 介 護 の 職 務 に 従 事 す る も の を

も っ て 充 て な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 訪 問

1

okayamaken
長方形

okayamaken
長方形

okayamaken
長方形



2

着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十

八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 四 号 。 以 下 「 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基

準 」 と い う 。 ） 第 三 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時

対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 指 定 夜 間 対

応 型 訪 問 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 六 条 第 一 項

に 規 定 す る 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 を い う 。 ） の 職 務 に 従

事 す る こ と が で き る 。

５ 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 が 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 の 指 定 を 併 ３ 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 が 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 （ 指 定 居 宅

せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業 と 指 定 訪 問 介 護 の サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一

事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ 年 厚 生 省 令 第 三 十 七 号 。 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う

い て は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で に 。 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同

規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ て 、 前 各 項 に 規 定 じ 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業

す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。 と 指 定 訪 問 介 護 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定

訪 問 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て

一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ い て は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基

準 第 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す

こ と を も っ て 、 前 二 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な

す こ と が で き る 。

（ 地 域 と の 連 携 ）

第 三 十 四 条 の 二 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 そ の 事 業 の 運 営 （ 新 設 ）

に 当 た っ て は 、 提 供 し た 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 関 す る 利 用 者 か

ら の 苦 情 に 関 し て 、 市 町 村 等 が 派 遣 す る 者 が 相 談 及 び 援 助 を 行 う

事 業 そ の 他 の 市 町 村 が 実 施 す る 事 業 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば

な ら な い 。

第 三 章 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 第 三 章 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 六 十 一 条 第 八 条 か ら 第 十 四 条 ま で 、 第 十 六 条 か ら 第 十 九 条 ま で 第 六 十 一 条 第 八 条 か ら 第 十 四 条 ま で 、 第 十 六 条 か ら 第 十 九 条 ま で

1

○ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る

基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 五 号 ） （ 抄 ）

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

第 二 章 介 護 予 防 訪 問 介 護 第 二 章 介 護 予 防 訪 問 介 護

（ 訪 問 介 護 員 等 の 員 数 ） （ 訪 問 介 護 員 等 の 員 数 ）

第 五 条 （ 略 ） 第 五 条 （ 略 ）

２ 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 所 ２ 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 所

ご と に 、 常 勤 の 訪 問 介 護 員 等 の う ち 、 利 用 者 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス ご と に 、 常 勤 の 訪 問 介 護 員 等 で あ っ て 専 ら 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護

等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 の 職 務 に 従 事 す る も の の う ち 事 業 の 規 模 に 応 じ て 一 人 以 上 の 者 を

令 第 三 十 七 号 。 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 ） 第 五 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 者 の 員

条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 介 護 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 数 に つ い て は 、 事 業 の 規 模 に 応 じ て 常 勤 換 算 方 法 に よ る こ と が で

指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 事 業 と 指 定 訪 き る 。

問 介 護 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 訪 問 介 護

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に

運 営 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 所 に お け る 指 定 介 護 予

防 訪 問 介 護 及 び 指 定 訪 問 介 護 の 利 用 者 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） の 数 が 四 十 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一 人 以 上 の 者 を サ ー ビ

ス 提 供 責 任 者 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 者 の 員 数 に つ

い て は 、 利 用 者 の 数 に 応 じ て 常 勤 換 算 方 法 に よ る こ と が で き る 。

３ 前 項 の 利 用 者 の 数 は 、 前 三 月 の 平 均 値 と す る 。 た だ し 、 新 規 に （ 新 設 ）

指 定 を 受 け る 場 合 は 、 推 定 数 に よ る 。

４ 第 二 項 の サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 は 介 護 福 祉 士 そ の 他 厚 生 労 働 大 臣 （ 新 設 ）

が 定 め る 者 で あ っ て 、 専 ら 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 職 務 に 従 事 す

る も の を も っ て 充 て な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 者 に 対 す る

指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 提 供 に 支 障 が な い 場 合 は 、 同 一 敷 地 内 に

あ る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密
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○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成１１年９月１７日老企２５号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

〔目次〕 〔目次〕

（略） （略）

第一（略） 第一 （略）

第二 総論 第二 総論

１・２ （略） １・２ （略）

３ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等につ ３ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等につ

いて いて

指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を 指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を

行う者が、指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに 行う者が、指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスに

該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又 該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又

は基準該当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス又は基準 は基準該当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス又は基準

該当介護予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営され 該当介護予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営され

ている場合については、介護予防における各基準を満たすことによ ている場合については、介護予防における各基準を満たすことによ

って、基準を満たしているとみなすことができる等の取扱いを行う って、基準を満たしているとみなすことができる等の取扱いを行う

ことができることとされたが、その意義は次のとおりである。 ことができることとされたが、その意義は次のとおりである。

例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、指 例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、指

定介護予防サービスにおいても、訪問介護員等を常勤換算方法で二 定介護予防サービスにおいても、訪問介護員等を常勤換算方法で二

・五人以上配置しなければならないとされているが、同じ事業所で ・五人以上配置しなければならないとされているが、同じ事業所で

一体的に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で五人以上 一体的に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で五人以上

を置かなければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で二・ を置かなければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で二・

五人以上配置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介 五人以上配置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介

護も、指定介護予防サービスに該当する訪問介護も、双方の基準を 護も、指定介護予防サービスに該当する訪問介護も、双方の基準を

満たすこととするという趣旨である。また、通所介護において、例 満たすこととするという趣旨である。

えば、要介護の利用者が十六人、要支援の利用者が四人である場合、

それぞれが独立して基準を満たすためには、指定通所介護事業所に

あっては、生活相談員一人、看護職員一人、介護職員二人を配置す

ることが必要となり、指定介護予防通所介護事業所にあっては、生

活相談員一人、介護職員一人を配置することが必要となるが、一体

的に事業を行っている場合については、それぞれの事業所において、
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要介護の利用者と要支援の利用者とを合算し、利用者を二十人とし

た上で、生活相談員一人、看護職員一人、介護職員二人を配置する

ことによって、双方の基準を満たすこととするという趣旨である（機

能訓練指導員については、いずれかの職種の者が兼務することとし

た場合。）

設備、備品についても同様であり、例えば、定員三十人の指定通 設備、備品についても同様であり、例えば、定員三十人の指定通

所介護事業所においては、機能訓練室の広さは三十人×三㎡＝九十 所介護事業所においては、機能訓練室の広さは三十人×三㎡＝九十

㎡を確保する必要があるが、この三十人に介護予防通所介護事業所 ㎡を確保する必要があるが、この三十人に介護予防通所介護事業所

の利用者も含めて通算することにより、要介護者十五人、要支援者 の利用者も含めて通算することにより、要介護者十五人、要支援者

十五人であっても、あるいは要介護者二十人、要支援者十人の場合 十五人であっても、あるいは要介護者二十人、要支援者十人の場合

であっても、合計で九十㎡が確保されていれば、基準を満たすこと であっても、合計で九十㎡が確保されていれば、基準を満たすこと

とするという趣旨である。 とするという趣旨である。

要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業 要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業

所で一体的に運営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居 所で一体的に運営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居

宅サービス事業を行っている者が、従来通りの体制を確保していれ 宅サービス事業を行っている者が、従来通りの体制を確保していれ

ば、指定介護予防サービスの基準も同時に満たしていると見なすこ ば、指定介護予防サービスの基準も同時に満たしていると見なすこ

とができるという趣旨である。 とができるという趣旨である。

なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運 なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運

営されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており 営されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており

一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員に 一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員に

ついても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必 ついても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必

要があるので留意されたい。 要があるので留意されたい。

第三 介護サービス 第三 介護サービス

一 訪問介護 一 訪問介護

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ サービス提供責任者（居宅基準第五条第二項） ⑵ サービス提供責任者（居宅基準第五条第二項）

① 事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者とし ① 利用者の数が四十人又はその端数を増すごとに一人以上の者

なければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとお をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、

りとする。なお、これについては、最小限必要な員数として定 その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、

められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置す 指定訪問介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められた

るものとする。 ものであり、一人のサービス提供責任者が担当する利用者の数

の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の

実態に応じて必要な員数を配置するものとする。

イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えな イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えな
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いこと。 いこと。

ロ サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該 ロ 利用者の数については、前三月の平均値を用いる。この場

当する員数を置くこととする。 合、前三月の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、

ａ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所にお 三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は

ける待機時間や移動時間を除く。)が四百五十時間又はそ 再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を

の端数を増すごとに一人以上 推定するものとする。

ｂ 当該事業所の訪問介護員等の数が十人又はその端数を増 ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、

すごとに一人以上 通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月に

従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員 おける利用者の数については、○・一人として計算すること。

等一人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べ

サービス提供時間が四百五十時間を超えていても、訪問介護

員等の人数が十人以下であれば、ｂの基準によりサービス提

供責任者は１人で足りることとなる(具体的には、例えば、

常勤職員四人で、そのサービス提供時間が合わせて三百二十

時間、非常勤職員が六人で、そのサービス提供時間が合わせ

て二百時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間

は五百二十時間となるが、ｂの基準により、配置すべきサー

ビス提供責任者は一人で足りることとなる)。

なお、指定訪問介護事業者が、指定介護予防訪問介護事業

者の指定も併せて受け、かつ、これらの各事業が同じ事業所

で一体的に運営されている場合については、第二の３の定め

るところにより、これらの各事業の訪問介護員等の人数又は

サービス提供時間を合算して計算することができるものとす

る。

② 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることと ② 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることと

されたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービ されたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービ

ス提供責任者として配置することができる非常勤職員について ス提供責任者として配置することができる非常勤職員について

は、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定め は、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定め

られている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（三十二時 られている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（三十二時

間を下回る場合は三十二時間を基本とする。）の二分の一以上 間を下回る場合は三十二時間を基本とする。）の二分の一以上

に達している者でなければならない。 に達している者でなければならない。

イ ①のロのａ又はｂに基づき、一人を超えるサービス提供責 イ 利用者の数が四十人を超える事業所については、常勤換算

任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算 方法とすることができる。この場合において、配置すべきサ

方法とすることができる。この場合において、配置すべきサ ービス提供責任者の員数は、利用者の数を四十で除して得ら

ービス提供責任者の員数は、訪問介護員等は、常勤換算方法 れた数（小数第一位に切り上げた数）以上とする。
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で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を四百五十で

除して得られた数（小数第一位に切り上げた数）又は訪問介

護員等の数を十で除して得られた数以上とする。

ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、①の ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下

ロのａ又はｂに基づき算出されるサービス提供責任者数から に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するも

一を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配 のとする。

置するものとする。 ａ 利用者の数が四十人超二百人以下の事業所

ハ ①のロのａ又はｂに基づき、六人以上のサービス提供責任 常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責

者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法 任者の員数から一を減じて得られる数以上

とする事業所については、①のロのａ又はｂに基づき算出さ ｂ 利用者の数が二百人超の事業所

れるサービス提供責任者の数に二を乗じて三で除して得られ 常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責

た数（一の位に切り上げた数）以上の常勤のサービス提供責 任者の員数に二を乗じて三で除して得られた数（一の位に

任者を配置するものとする。 切り上げた数）以上

従って、具体例を示すと別表一又は二に示す常勤換算方法 従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用

を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の

以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

③ サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常 ③ サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護

勤の職員から選任するものとすること。 福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成二

イ 介護福祉士 十四年厚生労働省告示第○号）各号に定める者であって、原則

ロ 介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以 として常勤のものから専任するものとされたが、その具体的取

下「施行規則」という。）第二十二条の二十三第一項に規定 扱は次のとおりとする。

する介護職員基礎研修を修了した者 イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。

ハ 同項に規定する一級課程の研修を修了した者 ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対

二 同項に規定する二級課程の研修を修了した者であって、三 応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所

年以上介護等の業務に従事したもの の職務に従事することができること。この場合、それぞれの

職務については、第一の２の⑶にいう、同時並行的に行われ

ることが差し支えないと考えられるものであることから、当

該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たす

ものであること。

④ ③の二に掲げる「二級課程の研修を修了した者であって、三 ④ サービス提供責任者の任用要件として、「三年以上介護等の

年以上介護等の業務に従事したもの」とは、社会福祉士及び介 業務に従事した者であって、二級課程を修了したもの」を定め

護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号 ているところであるが、この要件については暫定的なものであ

に規定する「三年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、 ることから、指定訪問介護事業者は、これに該当するサービス

その具体的取扱いについては、「指定施設における業務の範囲 提供責任者に介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければ

等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等 ならないこと。
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について」(昭和六十三年二月十二日社庶第二十九号厚生省社 また、ここでいう「三年以上介護等の業務に従事した者」に

会局長、児童家庭局長連名通知)の別添２「介護福祉士試験の ついては、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第

受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」を参考とされた 三十号)第四十条第二項第二号に規定する「三年以上介護等の

い。 業務に従事した者」と同様とし、その具体的取扱いについては、

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資

格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和六十三年二月

十二日社庶第二十九号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)

の別添２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業

務の範囲等」を参考とされたい。

なお、三年間の実務経験の要件が達成された時点と二級課程 なお、三年間の実務経験の要件が達成された時点と二級課程

の研修修了時点との前後関係は問わないものであること。 の研修修了時点との前後関係は問わないものであること。

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとし また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとし

て介護等を経験した期間は原則として含まれないものである て介護等を経験した期間は原則として含まれないものである

が、特定非営利活動法(平成十年法律第一号)に基づき設立され が、特定非営利活動法(平成十年法律第一号)に基づき設立され

た特定非営利活動法人が法第七十条第一項の規定に基づき訪問 た特定非営利活動法人が法第七十条第一項の規定に基づき訪問

介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれ 介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれ

る場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予定して る場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予定して

いる訪問介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認め いる訪問介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認め

られるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与 られるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与

される前の当該団体に所属して当該事業を担当した経験を有す される前の当該団体に所属して当該事業を担当した経験を有す

る者の経験を、当該者の三年の実務経験に算入して差し支えな る者の経験を、当該者の三年の実務経験に算入して差し支えな

いものとする。 いものとする。

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格と なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格と

しても実務経験の算入を認められたものと解してはならないこ しても実務経験の算入を認められたものと解してはならないこ

と。 と。

⑤ 二級課程の研修を修了した者であって、三年以上介護等の業

務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的

なものであることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早

期に、これに該当するサービス提供責任者に介護職員基礎研修

若しくは一級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を

取得させるよう努めなければならないこと。

⑶ 管理者（略） ⑶ 管理者（略）

２ （略） ２ （略）

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ 内容及び手続の説明及び同意 ⑴ 内容及び手続の説明及び同意
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居宅基準第八条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切 居宅基準第八条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切

な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらか な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所 じめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所

の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、 の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要 苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要

な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文 な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当

書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介 該指定訪問介護事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実

護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととし 施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成す

たものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問 ることは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧

介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望 に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けること

ましいものである。 につき同意を得なければならないこととしたものである。なお、

当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護

の立場から書面によって確認することが望ましいものである。

⑵～⒂ （略） ⑵～⒂ （略）

⒃ 管理者及びサービス提供責任者の責務 ⒃ 管理者及びサービス提供責任者の責務

居宅基準第二十八条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービ 居宅基準第二十八条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービ

ス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、 ス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、

従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に居宅基準第二章第四 従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に居宅基準第二章第四

節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス 節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス

提供責任者は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理につい 提供責任者は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理につい

て必要な業務等として、居宅基準第二十八条第三項各号に具体的 て必要な業務等として、居宅基準第二十八条第三項各号に具体的

に列記する業務を行うものである。 に列記する業務を行うものである。この場合、複数のサービス提

供責任者を配置する指定訪問介護事業所において、サービス提供

責任者間での業務分担を行うことにより、指定訪問介護事業所と

して当該業務を適切に行うことができているときは、必ずしも一

人のサービス提供責任者が当該業務の全てを行う必要はない。

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護

サービスを提供するために重要な役割を果たすことにかんがみ、 サービスを提供するために重要な役割を果たすことに鑑み、その

その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や 業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施

実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意すると 体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するととも

ともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければな に、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならな

らない。 い。

⒄・⒅ （略） ⒄・⒅ （略）

⒆ 勤務体制の確保等 ⒆ 勤務体制の確保等

居宅基準第三十条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提 居宅基準第三十条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提
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供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであ 供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであ

るが、次の点に留意する必要がある。 るが、次の点に留意する必要がある。

① （略） ① （略）

② 同条第二項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によ ② 同条第二項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によ

って指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、 って指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、

指定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約その他の契 指定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派

約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

等を指すものであること。 に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣

法」という。）に規定する労働者派遣契約その他の契約により、

当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すも

のであること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基

づき、同法施行規則（昭和六十一年厚生省令第四十九号）第一

条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行

う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者

（同法に規定する紹介予定派遣又は同法第四十条の二第一項第

三号又は第四号に該当する場合を除く。）であってはならない

ことに留意すること。

③ 同条第三項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介 ③ 同条第三項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介

護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該 護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該

事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとした 事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとした

ものであること。特に、訪問介護員のうち、三級課程の研修を ものであること。

修了した者については、できる限り早期に二級課程の研修若し

くは介護職員基礎研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取

得させるよう努めなければならないこと。

(20)～(23) （略） (20)～(23) （略）

(24) 地域との連携

居宅基準第三十六条の二は、居宅基準第三条第二項の趣旨に基

づき、介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町

村との密接な連携に努めることを規定したものである。

なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業の

ほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住

民の協力を得て行う事業が含まれるものである。

(24)・(25) （略） (25)・(26) （略）

４ 基準該当訪問介護に関する基準 ４ 基準該当訪問介護に関する基準

⑴ 訪問介護員等の員数(居宅基準第四十条) ⑴ 訪問介護員等の員数(居宅基準第四十条)
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基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数について 基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数について

は、三人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の は、三人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の

勤務時間の多寡にかかわらず員数として三人以上確保すれば足り 勤務時間の多寡にかかわらず員数として三人以上確保すれば足り

るものである。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利 るものである。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利

用者数等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。そ 用者数等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。そ

の他については、指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため の他については、指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため

第三の一の１の⑴及び⑵に準じて取り扱うべきものである。 第三の一の１の⑴に準じて取り扱うべきものである。

なお、サービス提供責任者については、常勤である必要はない なお、サービス提供責任者については、常勤である必要はない

が、指定訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。 が、指定訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略）

⑸ 運営に関する基準 ⑸ 運営に関する基準

居宅基準第四十三条の規定により、居宅基準第十五条、第二十 居宅基準第四十三条の規定により、居宅基準第十五条、第二十

条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項 条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項

及び第六項を除き、指定訪問介護の運営に関する基準が基準該当 及び第六項を除き、指定訪問介護の運営に関する基準が基準該当

訪問介護に準用されるものであるため、第三の一の３の⑴から⑸ 訪問介護に準用されるものであるため、第三の一の３の⑴から⑸

まで及び⑺から(25)まで（(⑽の①及び⒅を除く。）を参照されたい。 まで及び⑺から(26)まで（⑽の①及び⒅を除く。）を参照されたい。

この場合において、準用される居宅基準第二十条第二項の規定は、 この場合において、準用される居宅基準第二十条第二項の規定は、

基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する利用料について、 基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する利用料について、

当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場 当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場

合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用 合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用

の額(百分の九十を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じる の額(百分の九十を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じる

ことを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービ ことを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービ

スの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との スの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との

間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設 間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設

けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問介 けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問介

護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認められる場合に 護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認められる場合に

は、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められない は、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められない

ものである。 ものである。

二 訪問入浴介護 二 訪問入浴介護

１・２ （略） １・２ （略）

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 準用 ⑹ 準用

居宅基準第五十四条の規定により、居宅基準第八条から第十九 居宅基準第五十四条の規定により、居宅基準第八条から第十九

条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十九条ま 条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条ま
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Ⅱ 各サービスの報酬・基準見直しの内容 

１．介護職員の処遇改善等に関する見直し 

（１）介護職員の処遇改善に関する見直し 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経

過的な取り扱いとして、平成 27 年 3 月 31 日までの間、介護職員処遇改善加算を創

設する。なお、平成 27 年 4 月 1 日以降については、次期介護報酬改定において、各

サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする。 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（新規）所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（新規）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 90/100 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）（新規）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 80/100 

＜サービス別加算率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

（注１）所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算

は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。 

 

（注２）（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅 

療養管理指導、（介護予防）福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は 

算定対象外とする。 

   

サービス 加算率 

（介護予防）訪問介護 4.0％ 

（介護予防）訪問入浴介護 1.8％ 

（介護予防）通所介護 1.9％ 

（介護予防）通所リハビリテーション 1.7％ 

（介護予防）短期入所生活介護 2.5％ 

（介護予防）短期入所療養介護（老健） 1.5％ 

（介護予防）短期入所療養介護（病院等） 1.1％ 

（介護予防）特定施設入居者生活介護 3.0％ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4.0％ 

夜間対応型訪問介護 4.0％ 

（介護予防）認知症対応型通所介護 2.9％ 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 4.2％ 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3.9％ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 3.0％ 

地域密着型介護老人福祉施設 2.5％ 

複合型サービス 4.2％ 

介護老人福祉施設 2.5％ 

介護老人保健施設 1.5％ 

介護療養型医療施設 1.1％ 
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※算定要件（介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件を設定。） 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用 

の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策 

定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

    (2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 

(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実 

施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成 

し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地域密着型サービスを実施している事業 

所にあっては市町村長）に届け出ていること。 

(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事 

（地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長）に報告すること。 

(5)算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃 

金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に 

処せられていないこと。 

(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。 

① 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関す 

るものを含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

② 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施 

又は研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

(8)平成20年10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改 

善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を 

全ての介護職員に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、か 

つ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合するこ 

と。 

 

 

（２）地域区分の見直し 

国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を 7 区分に見直すとともに、適用地域、

上乗せ割合について見直しを行う。 

また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬におけ

る地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しを行う。 

さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合につい

ても見直しを行う。 

なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成 26 年度末までの経過措置等

を設定する。 
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  緊急時等居宅カンファレンス加算（新規）⇒ 200 単位／回 

※算定要件 

 ・ 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、 

カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

・ 1 月に２回を限度として算定できること。 

 

 

利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合

型サービス事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。 

   

複合型サービス事業所連携加算（新規）⇒ 300 単位／回 

※算定要件 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様 
     

 

３．訪問系サービス 

（１）訪問介護 

身体介護の時間区分について、１日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の

生活を総合的に支援する観点から、新たに 20 分未満の時間区分を創設する。 

（新規）           20 分未満        170 単位／回 

30 分未満   254 単位／回  ⇒ 20 分以上 30 分未満  254 単位／回 

   
※算定要件（身体介護（20 分未満）） 

 以下の①又は②の場合に算定する。 

   ①夜間・深夜・早朝（午後 6 時から午前 8 時まで）に行われる身体介護であること。 

   ②日中（午前 8 時から午後 6 時まで）に行われる場合は、以下のとおり。 

   ＜利用対象者＞ 

     ・要介護３から要介護５までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランク B から C 

までの者であること。 

     ・当該利用者に係るサービス担当者会議（サービス提供責任者が出席するものに限る。） 

が３月に 1 回以上開催されており、当該会議において、1 週間に 5 日以上の 20 分 

未満の身体介護が必要であると認められた者であること。 

＜体制要件＞ 

     ・午後 10 時から午前 6 時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めている 

こと。 

     ・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。 

     ・次のいずれかに該当すること。 

ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。 

イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施 

に関する計画を策定している。。 
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生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人

材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメ

ントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見

直しを行う。 

 20 分以上 45 分未満 190 単位／回 

30 分以上 60 分未満 229 単位／回 ⇒ ４５分以上      235 単位／回 

60 分以上        291 単位／回   

また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。 

30 分以上       83 単位／回   ⇒ 20 分以上      70 単位／回 

60 分以上     166 単位／回  ⇒ 45 分以上      140 単位／回 

90 分以上     249 単位／回  ⇒ 70 分以上      210 単位／回 

 

① 生活機能向上連携加算 

   自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観

点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専

門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することにつ

いての評価を行う。 

    生活機能向上連携加算（新規）    ⇒   100 単位／月 

 

※算定要件 

   ・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言 

語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）による訪問リハビリテーションに同行し、理 

学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成しているこ 

と。 

・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。 

・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から３ヶ月間、算定できること。 

 

② 2 級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算 

   サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のう

ち「２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事した者」をサ

ービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。 

サービス提供責任者配置減算（新規）⇒所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定 
 

※算定要件 

   ２級訪問介護員（平成 25 年 4 月以降は介護職員初任者研修修了者）のサービス提供責任

者を配置していること。 

  （注）平成 25 年 3 月 31 日までは、 

・ 平成 24 年 3 月 31 日時点で現にサービス提供責任者として従事している２級訪問 

介護員が 4 月 1 日以降も継続して従事している場合であって、 

・ 当該サービス提供責任者が、平成 25 年 3 月 31 日までに介護福祉士の資格取得若 
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しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員１級課程の修了が確実に見

込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、 

本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。 

 

③ 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化 

   サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅

等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化す

る。 

同一建物に対する減算（新規）⇒ 所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定 

※算定要件 

   ・ 利用者が居住する住宅と同一の建物（※）に所在する事業所であって、当該住宅に居住 

する利用者に対して、前年度の月平均で 30 人以上にサービス提供を行っていること。 

・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。 

（※）養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

旧高齢者専用賃貸住宅 

 

（注）介護予防訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予

防）訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び（介護予防）小規模多機能

型居宅介護（前年度の月平均で、登録定員の 80％以上にサービスを提供している

こと。）において同様の減算を創設する。 

 

④ 特定事業所加算 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護

職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの

吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者

研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。 

※算定要件（変更点のみ） 

   ・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者（※）」を加えること。 

   ・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。 

   （※）たんの吸引等 
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管

栄養及び経鼻経管栄養 
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(６)その他 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護及

び複合型サービスにおいて、一定の額の範囲内で、市町村が全国一律の介護報酬額を上回

る報酬額を独自に設定できるようにする。 

 

 

９．介護予防サービス 

(1)訪問系サービス 

  介護予防訪問介護については、サービスの提供実態を踏まえるとともに、適切なアセス

メントとケアマネジメントに基づき、利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に

提供する観点から見直しを行う。 

介護予防訪問介護費（Ⅰ） 1,234 単位／月  ⇒  1,220 単位／月 

介護予防訪問介護費（Ⅱ） 2,468 単位／月  ⇒  2,440 単位／月 

介護予防訪問介護費（Ⅲ） 4,010 単位／月  ⇒  3,870 単位／月 

 

 また、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、介護予防訪問リハビリテー

ション実施時に介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者とリハビリテーション専

門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについ

ての評価を行う。 

   生活機能向上連携加算（新規）    ⇒   100 単位／月 

  

 (2)通所系サービス 

  介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護、通所リ

ハビリテーションと同様に、基本サービス費の適正化を行う。 

＜介護予防通所介護費＞  

    要支援１  2,226 単位／月      要支援１   2,099 単位／月 

⇒ 

要支援２  4,353 単位／月      要支援２   4,205 単位／月 

 

 

 

加算名等 単位数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 所定単位数に 500 を加えた範囲内で設定 

夜間対応型訪問介護 所定単位数に 300 を加えた範囲内で設定 

小規模多機能型居宅介護 所定単位数に 1000 を加えた範囲内で設定 

複合型サービス 所定単位数に 1000 を加えた範囲内で設定 
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- 1 -

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）（抄）
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１ 訪問介護費 １ 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合 イ 身体介護が中心である場合

(１) 所要時間20分未満の場合 170単位

(１) 所要時間30分未満の場合 254単位 (２) 所要時間20分以上30分未満の場合 254単位

(２) 所要時間30分以上１時間未満の場合 402単位 (３) 所要時間30分以上１時間未満の場合 402単位

(３) 所要時間１時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所 (４) 所要時間１時間以上の場合 584単位に所要時間１時間から計算

要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数 して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合 ロ 生活援助が中心である場合

(１) 所要時間30分以上１時間未満の場合 229単位 (１) 所要時間20分以上45分未満の場合 190単位

(２) 所要時間１時間以上の場合 291単位 (２) 所要時間45分以上の場合 235単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位 ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位

注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等 注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令 の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１ 第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１

項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問 項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問

介護員等が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規 介護員等が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規

定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現 定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現

に要した時間ではなく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準 に要した時間ではなく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準

第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。）に 第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。）に

位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な 位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な

時間で所定単位数を算定する。 時間で所定単位数を算定する。

２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う ２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う

介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用 介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用

者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び 者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び

専門的な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護 専門的な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護

を行った場合に所定単位数を算定する。 を行った場合に所定単位数を算定する（身体介護が中心である

指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間（午

後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。）、早朝（午
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前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ。）若しくは

深夜（午後10時から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）

に行われる場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

ものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）

第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及

び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）

においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け

出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)の所定単

位数を算定する。）。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

次のいずれにも適合すること

イ 深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。）を除く時

間帯を営業日及び営業時間（指定居宅サービス基準第二十九条

第三号に規定する営業日及び営業時間をいう。）として定めて

いること。

ロ 利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合

に、常時対応できる体制にあること。

ハ 当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者が次のい

ずれかに該当すること。

(１) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事

業を実施していること。

(２) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策

定していること。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のと

おり。

次のいずれにも該当する者

イ 要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利

用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は

老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内
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での生活に介護を必要とするもの

ロ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が開催するサービ

ス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第十三条第九号に

規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所のサ

ービス提供責任者が参加し、三月に一回以上開催されている場

合に限る。）において、概ね一週間のうち五日以上、所要時間

が二十分未満の指定訪問介護（身体介護に該当するものに限

る。）の提供が必要であると認められた利用者

３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは ３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは

親族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であっ 親族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であっ

て、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は て、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は

当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活 当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活

援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受け 援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受け

なければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９ なければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９

年法律第123号。以下「法」という。）第８条第２項に規定する 年法律第123号。以下「法」という。）第８条第２項に規定する

居宅要介護者に対して行われるものをいう。）が中心である指 居宅要介護者に対して行われるものをいう。）が中心である指

定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。 定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

４ ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のた ４ ハについては、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介

め、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車 護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は

両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若 降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の

しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しく 屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受

は外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に１ 診等の手続き、移動等の介助（以下「通院等乗降介助」という。）

回につき所定単位数を算定する。 を行った場合に１回につき所定単位数を算定する。

５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所 ５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所

要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った 要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った

ときは、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該 とき（イ(１)の所定単位数を算定する場合を除く。）は、イの所

生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すご 定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心

とに83単位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定 である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増す

する。 ごとに70単位（210単位を限度とする。）を加算した単位数を算

定する。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府 ６ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定居宅サ

県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働 ービス基準第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同

大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年３月31 じ。）を配置している指定訪問介護事業所（平成25年３月31日
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日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定す までの間は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものと

る。 して都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所を除く。）に

おいて、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90

に相当する単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者の内容は次のとお

り。

介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十二

条の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者

【平成25年4月以降】

介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十

二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了し

た者（旧介護職員基礎研修課程及び旧一級課程の修了者を除く。）

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

平成二十四年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第二十二条

の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者（以下「二級課程

修了者」という。）をサービス提供責任者として配置しており、か

つ、平成二十四年四月一日以降も当該二級課程修了者をサービス提

供責任者として配置する指定訪問介護事業所であって、当該二級課

程修了者が平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格を取

得すること、社会福祉士法及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第

三十号）第四十条第二項第五号に規定する者（以下「実務者研修修

了者」という。）となること又は施行規則第二十二条の二十三第一

項に規定する介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了するこ

とが確実に見込まれるものである指定訪問介護事業所であること。

（新設） ７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問介護

事業所において、当該指定訪問介護事業所の所在する建物と同

一の建物（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に規

定する養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホ

ーム若しくは同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム又は

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって
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同項に規定する都道府県知事の登録を受けたもの若しくは高齢

者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する

省令（平成23年国土交通省令第64号）の施行の際現に同令第１

条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律

施行規則（平成13年国土交通省令第115号）第３条第５号に規定

する高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅に限る。訪問入浴介護

費の注４、訪問看護費の注３及び訪問リハビリテーション費の

注２において同じ。）に居住する利用者に対し、指定訪問介護

を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算

定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

前年度の一月当たり実利用者（指定訪問介護事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。）

の数（当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者が指定介

護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を

実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所における前

年度の一月当たり実利用者の数を含む。）が三十人以上の指定訪問

介護事業所であること。

７ イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満た ８ イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満た

す場合であって、同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に す場合であって、同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に

対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200 対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200

に相当する単位数を算定する。 に相当する単位数を算定する。

８ 夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。） ９ 夜間又は早朝に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所

又は早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ。） 定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、

に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分 深夜に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の1

の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時 00分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護

を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の50に相当する

単位数を所定単位数に加算する。

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、 道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、

指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、 指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
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１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 １回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 に掲げるその他の加算は算定しない。

(１) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単 (１) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単

位数 位数

(２) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単 (２) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単

位数 位数

(３) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単 (３) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単

位数 位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも該当する

こと。

当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等（登録型の訪

問介護員等（あらかじめ指定訪問介護事業所に登録し、当該事

業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者

の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。）

を含む。以下同じ。）に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を

作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）

を実施又は実施を予定していること。

次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護

員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、

当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関

する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確

実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提

供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。

当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康

診断等を定期的に実施すること。

指定居宅サービス基準第二十九条第六号に規定する緊急時等

における対応方法が利用者に明示されていること。

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福

祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研
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修修了者並びに施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する

介護職員基礎研修課程を修了した者（以下「介護職員基礎研修

課程修了者」という。）及び一級課程を修了した者（以下「一

級課程修了者」という。）の占める割合が百分の五十以上であ

ること。

【平成25年4月以降】

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福

祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研

修修了者並びに旧介護職員基礎研修課程及び旧一級課程修了者

の占める割合が百分の五十以上であること。

当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年

以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を

有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者

若しくは一級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービ

ス基準第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責

任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサ

ービス提供責任者を二名以上配置していること。

【平成25年4月以降】

当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年

以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を

有する実務者研修修了者若しくは旧介護職員基礎研修課程修了

者若しくは旧一級課程修了者であること。ただし、指定居宅サ

ービス基準第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提

供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤

のサービス提供責任者を二名以上配置していること。

前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総

数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、

日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認め

られることから介護を必要とする認知症（介護保険法（平成九

年法律第百二十三号。以下「法」という。）第五条の二に規定

する認知症をいう。）である者並びに社会福祉士及び介護福祉

士法施行規則（昭和六十一年厚生省令第四十九号）第一条各号

に掲げる行為を必要とする者（当該指定訪問介護事業所が社会

福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）附則第

二十条第一項の登録を受けている場合に限る。）の占める割合
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が百分の二十以上であること。

ロ 特定事業所加算(Ⅱ) イの から までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつ 又は のいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ) イの から まで及び に掲げる基準

のいずれにも適合すること。

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業 11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される 場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される

事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地 事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地

域訪問介護加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相 域訪問介護加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相

当する単位数を所定単位数に加算する。 当する単位数を所定単位数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その 働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その

一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、 一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、

当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の 当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の

訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定 訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定

単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

12 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が 13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が

定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施 定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施

地域（指定居宅サービス基準第29条第５号に規定する通常の事 地域（指定居宅サービス基準第29条第５号に規定する通常の事

業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問介護を行った場合 業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問介護を行った場合

は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定 は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。 単位数に加算する。

13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指 14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指

定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス基 定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事

準第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）が 業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及 （平成11年厚生省令第38号）第２条第１項に規定する指定居宅

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第２条第１項 介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介護支援専門員と連携

に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介 し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問

護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場 介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画（法

合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の 第８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）

居宅サービス計画（法第８条第21項に規定する居宅サービス計 において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を

画をいう。以下同じ。）において計画的に訪問することとなっ 緊急に行った場合は、１回につき100単位を加算する。
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ていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、１回につき100単

位を加算する。

14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定 15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定

施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応 施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、 着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入

訪問介護費は、算定しない。 所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問

介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を

行った場合は、ハの所定単位数を算定する。

ニ 初回加算 200単位 ニ 初回加算 200単位

注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した 注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した

利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定 利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定

訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は 訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は

当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは 当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは

初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ 初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ

た際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単 た際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単

位数を加算する。 位数を加算する。

（新設） ホ 生活機能向上連携加算 100単位

注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所（指定居

宅サービス基準第76条第１項に規定する指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士（以下この号において「理学療法士等」という。）が、

指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス基準第75条に規

定する指定訪問リハビリテーションをいう。）を行った際にサー

ビス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身体の状

況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携

し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初

回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、１

月につき所定単位数を加算する。

（新設） ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合に

- 10 -

は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31日までの間、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） イからホまでにより算定した

単位数の1000分の40に相当する単位数

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） により算定した単位数の100

分の90に相当する単位数

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） により算定した単位数の100

分の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。

当該指定訪問介護事業所において、 の賃金改善に関する計

画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の

処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、

全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員

の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険の

保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八十四号）

第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に
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行われていること。

次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

平成二十年十月から の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ から までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつイ 又は に掲げる基準のいずれかに適

合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ から までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

２ 訪問入浴介護費 ２ 訪問入浴介護費

イ 訪問入浴介護費 1,250単位 イ 訪問入浴介護費 1,250単位

注１ 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービ 注１ 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービ

ス基準第45条第１項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。 ス基準第45条第１項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。

以下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同 以下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）１人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護（指定居宅 じ。）１人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護（指定居宅

サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下 サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下

同じ。）を行った場合に算定する。 同じ。）を行った場合に算定する。

２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支 ２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支

障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師 障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師

の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員３ の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員３
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人が、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の 人が、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の

95に相当する単位数を算定する。 95に相当する単位数を算定する。

３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で ３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で

あって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、 あって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、

足部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分 足部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分

の70に相当する単位数を算定する。 の70に相当する単位数を算定する。

（新設） ４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問入浴

介護事業所において、当該指定訪問入浴介護事業所の所在する

建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定訪問入浴介護

を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算

定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

前年度の一月当たり実利用者（指定訪問入浴介護事業所の所在す

る建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。）

の数（当該指定訪問入浴介護事業所に係る指定訪問入浴介護事業者

が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、一

体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業

所における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。）が三十人以

上の指定訪問入浴介護事業所であること。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護 ５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護

事業所の訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス基準第45条第 事業所の訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス基準第45条第

１項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指 １項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指

定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算と 定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算と

して、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所 して、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所

定単位数に加算する。 定単位数に加算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の 働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の

訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、１回 訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、１回

につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に

加算する。 加算する。

６ 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生 ７ 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生

労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の 労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の

事業の実施地域（指定居宅サービス基準第53条第５号に規定す 事業の実施地域（指定居宅サービス基準第53条第５号に規定す
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- 1 -

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護
支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１日老企第３６号 厚生省老人保健福祉局企画
課長通知）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

とする。）。 とする。）。

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週

間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の 間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の

補正に要する時間は除く。）。 補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や 下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や

居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出 居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降にな が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降にな

された場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 された場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、平成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出に ただし、平成二十四年四月から算定を開始する加算等の届出に

ついては、前記にかかわらず、同年三月二十五日以前になされて ついては、前記にかかわらず、同年三月二十五日以前になされて

いれば足りるものとする。 いれば足りるものとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開

- 2 -

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者 届出事項については都道府県（地方自治法（昭和二十二年年法律

においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる 第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定

こと。 都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市。）に

おいて閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る情報とし

て事業所内で掲示することになること。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後

的な調査を行うこと。 的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場

合の届出の取扱い 合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないこと ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致してないこと

が判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届 が判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届

出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届 出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届

出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が 出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が

無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領して 無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領して

いた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当 いた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当

然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳 然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳

正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質 正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質

な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る

までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して

いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場 いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場

合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに 合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに

その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定 その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい

て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である 不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である

が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業
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